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公共建設工事における再生資源活用の当面の運用について

建設産業は、我が国の資源利用量の約４０％を建設資材として消費する一方で産業廃
棄物全体の最終処分量の３０％程度を建設廃棄物として処分している。また、今後、住
宅・社会資本の更新に伴い建設副産物の排出量が増大し、資源循環に占める建設産業の
比率がより高くなることが予測される。このような状況から、我が国において環境への
負荷の少ない循環型社会経済システムを構築するため、当面、建設副産物の再生利用の
促進について公共建設工事が先導的役割を果たすことが望まれており、再生資源の利用
及び建設副産物の再資源化施設等への搬出の推進に取り組む必要がある。また、これに

、 。より再資源化施設の立地促進が図られ 中長期的に経済性も向上するものと考えられる
公共建設工事における再生資源の利用については 「再生資源の利用の促進について」、

（技術審議官又は港湾局建設課長、航空局飛行場部建設課長通達）に基づき実施するこ
ととしているが、当面、下記の運用を行うことにより、再生資源（なお、再生資源のう
ち再資源化施設等で製造された資材を以下「再生資材」という ）の利用及び再資源化施。
設を活用していくうえでの課題と対応策を明らかにすることとする。
なお 「公共建設工事における再生資源活用の当面の運用について（平成３年度 （平、 ）」

成３年１２月１３日）建設省技調発第２６７号、建設省営計発第９７号及び「公共建設
工事における再生資源活用の当面の運用について（平成４年度）の運用について （平成」
４年１２月２５日）建設省技調発第２８１号、建設省営計発第８４号は廃止する。



記

国土交通省の発注する工事において、以下の運用を行うこととする。この場合、経済
性にはかかわらず実施するものとする。
なお、下記の要件に該当しない建設工事においても可能な範囲で積極的に再生資源の

。 、 、利用及び再資源化施設の活用を図ることとする また 再資源化施設の活用に際しては
所要の品質が確保される施設を活用することとする。
運用に当たっての実施要領は、別に定める。

（１）指定副産物の工事現場からの搬出

１）コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊の工事現場からの搬出
建設工事に伴い発生したコンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊を

廃棄物として工事現場から搬出する場合は、再資源化施設へ搬出する。

２）建設発生木材（伐木・除根材を含む）の工事現場からの搬出
建設工事に伴い発生した木材を廃棄物として工事現場から搬出する場合は、

原則として再資源化施設へ搬出する。
、 、ただし 工事現場から５０キロメートルの範囲内に再資源化施設が無い場合

、 （ ）又は以下の①及び②の条件を共に満たす場合は 再資源化に代えて縮減 焼却
とすることができる。

①工事現場から再資源化施設までその運搬に用いる車両が通行する道路が
整備されていない場合

②縮減をするために行う運搬に要する費用の額が再資源化施設までの運搬
に要する費用の額より低い場合

３）建設発生土の工事現場からの搬出
工事現場から建設発生土が発生する場合は、原則として、５０キロメートル

の範囲内の他の工事現場（民間建設工事を含む）へ搬出する。また、地方建設
副産物対策連絡協議会（通称）等で調整済みの場合は、その調整結果を優先す
ることとする。なお、他の建設工事との受入時期及び土質等の調整が困難であ
る場合は、別の処分場に搬出することを妨げない。

（２）再生資材等の利用

１）再生骨材等の利用
工事現場から４０キロメートルの範囲内に再資源化施設がある場合、工事目

、 、 。的物に要求される品質等を考慮したうえで 原則として 再生資材を利用する

２）再生加熱アスファルト混合物の利用
工事現場から４０キロメートル及び運搬時間１．５時間の範囲内に再生加熱

アスファルト混合物を製造する再資源化施設がある場合、工事目的物に要求さ
れる品質等を考慮したうえで、原則として、再生加熱アスファルト混合物を利
用する。



３）建設発生土の利用
工事現場から５０キロメートルの範囲内に建設発生土を搬出する他の建設工

事（民間建設工事を含む）がある場合、受入時期、土質等を考慮したうえで、
、 。 、 （ ）原則として 建設発生土を利用する また 建設副産物対策連絡協議会 通称

等で調整済みの場合はその調整結果を優先することとする。


